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令和６年度鹿児島県発達障害者支援地域協議会 議事要旨 

 

１ 日 時 

  令和７年１月 29 日（水）10：00～11：40 

 

２ 場 所 

  カクイックス交流センター４階 大研修室第４ 

 

３ 出席者 

  委 員 27 名中 24 名（内オンライン参加５名） 

  事務局 障害福祉課長，障害福祉課長補佐ほか 

 

４ 議 事（協議事項） 

  地域療育支援体制の整備について 

 

【事務局・こども総合療育センター】 

 （地域療育支援体制整備に向けた現在の取組と今後の方向性について説明） 

 

【Ａ委員】 

昨年 11 月の新聞で，県内で自閉症の子どもが 21 倍に増えたという記事が出

た。 

その中で，保護者の発達障害への認知・理解が進んだから増えたと書かれていた

が，私はその理由ではないと考えている。子どもの数が減っていっているのに，

支援学級などが増えていることには，何らかの理由があると思う。 

その理由に対応していかないと，保育園の現場も，今までの保育に対する先生

の配置の数では対応が追いつかない。保育園では，落ち着きがない，話が聞けな

い子どもが非常に多い。この状況では，県や国が認めた職員の配置人数では到底

足りなくて，どこの園でも人員をプラスしている。 

このように，人は減ってきている，お金も収入も減ってきている中で，課題ば

かり増えている。事務局が提示した支援体制の方向性についても，実際に増えて

きている発達障害の子どもたちに対してやっていかなければならないことだと

は思うが，現状，やることが増えていることに対して，対応する人とお金が追い

ついていない。 

これを解決するために，なぜ発達障害の子どもが増えているかという根本的

なところを把握して，発達障害の予防をしながら，この取組もやっていかないと

いけないのではないかと，現場にいながら感じている。 

そこで，この配慮が必要な子どもたちが増えてきている理由は何なのかにつ
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いて把握しているのかしていないのか，また，これが理由であろうということが

あれば教えていただきたい。 

 

【Ｂ委員】 

先日，発達障害学会に行ってきて，日本全国の専門家と話し合う機会があった。

その中で，上手くいっているところや上手くいっていないケースなど，様々な話

を聞いてきたところ。 

実際の診察場面で感じるのは，やはりその子どもの能力や適応力，特性と，そ

の子どものいる環境が合わないケースが多いというところ。それだけかどうか

は現状では断言できないが，例えば，ＩＱ100 で知的に正常だが，ＬＣＳＡとい

う言語コミュニケーションの検査をすると 60 ぐらいで知的障害の範囲となる。

そうすると，やはりＩＱそのものは正常でも，言語のコミュニケーションで理解

するのは厳しいといった子どもがいる。そのような子どもたちを見ていると，や

はり不登校になっているケースがとても多いのかなと思っている。 

今，そのような研究が進んでいると聞いているので，それらを追ってみたいと

考えている。 

 

【会長】 

今の質問に関しては，まだ答えが出ていないのが実情で，確かに，根本的なと

ころがわかってそこにメスを入れることができたら，かなり改善する可能性は

あるのではないかと思う。学会等で，新たな情報があったらまた共有しながら，

我々できることはないか探っていけたらと思う。 

 

【Ａ委員】 

睡眠とメディアのことについて，８年ほど前に，これも新聞で，県内の公立の

小中学校の子どもたちの６割が携帯依存症であるという記事を読んだ。８年前

で６割であれば，昨今携帯を持ってない子どもはほとんどいないので，今は８，

９割になっているのではないかと思う。また，去年の３月に本県は学力が全国平

均を下回った。これは根拠としてはっきりしたものではないと思うが，携帯依存

や睡眠不足が学力低下の要因のひとつであろうということはたくさん発表され

ている。 

実際に，今てんかんの子どもたちが増えている。うちの保育園でも，月に１回

てんかん発作を起こす子どもが急に出た。もう１人，目が斜視になってきて，て

んかんを起こすようになった子どももいる。この子どもたちは，ＹｏｕＴｕｂｅ

をよく見ている。 

自律神経は交感神経と副交感神経が入り交じっているので，恐らく，自律神経

失調症を繰り返している状態が続いている子どもたちが増えていると思う。 
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一つの原因として，眠育推進協議会でもそれをどんどん言っているので，要は

携帯を長くさわらない，寝ましょうという，ただこれだけを徹底すれば，そのよ

うな子どもたちが減っていくのではないかと思う。 

今では，２歳児の子どもたちもスマートフォンを触っている。このことを勉強

会で保護者にも言っているが，それでも保護者は触らせている。やはりスマート

フォンを使ってない子は元気で集中力もあるし，いろいろなことがわかってい

る。ＹｏｕＴｕｂｅで学ぶ子は，知識はあるが，平面でものを見ているので，立

体のものを理解できない。そのような子どもたちが非常に増えていると感じる。 

現場でやることもたくさん増えてきているが，眠育について，この協議会で検

討することでなければ，また違うどこかの場で検討していかないと，支援が必要

な子どもたちは減っていかないのではないかと思う。 

今支援が必要な子どもたちには対応していかないといけないと思うが，さら

に増えていくので，増えてきている理由が何で，どのようにしていかなければな

らないのかという部分にも少し踏み込んだ働きかけということもやっていただ

きたい。 

 

【会長】 

こども総合療育センターから現在の取組と今後強化していく取組等について

報告があった。地域療育支援を強化する上で，今の地域療育支援体制や地域資源

の現状・課題を見える化するという取組は非常に有用と思われる。また，出口票

の活用など，様々な取組の話があった。非常にすばらしい取組を展開していて，

見える化の取組の中でも，地域のコーディネーターが中心となって，様々な取組

をやっていくような地域がもっと増えると上手くいくのではないかと思ったと

ころ。しかし，この取組は，コーディネーターにとっては大きな負担になるので

はないかなとも思うが，その負担についてはどのように考えているか。 

 

【Ｂ委員】 

昨年から県の好事例を探していくときに，上手くいっている地域では必ず，公

的あるいは私的な，または人的な資源があって，ａ市でも，市の子ども相談支援

センターのようなセクションがあり，そこを中心に，教育委員会の指導主事がオ

ーガナイズ役をやっている。人口規模も相まって上手くいっている。ｂ市であれ

ば，古くから頑張っている保健師の方などがＮＰＯを設立してやっているとい

うような，地域によって経済的な側面や人的な側面を活かしながら上手くやっ

ているように感じている。 

そのことを踏まえ，わが町でどのような仕組みをつくるか，経済的にも人的に

もできることがあるのかということを，Ｑ－ＳＡＣＣＳを使いながら，足りてい

るところ足りてないところを見つけて，足りていなければそれを行政に働きか
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けてつくり上げていってもらえるようにお願いしたいと考えている。 

そのような意味で，成功例を地域に示し，あとは自発的に市町村でやって欲し

いと考えている。児童発達支援センターなど仕組みづくりのオーガナイザーは，

一応市町村の責任になっているので，市町村がそこをどのように動かしていく

のかという，そこの働きかけが大事かなと思っている。 

 

【会長】 

行政の役割として，事業所等のスキルアップなどが考えられるが，300 を超え

る事業所がある中で，スキルアップ研修の参加者は資料を見ると 20 数人や 40

数人と数が少ないなと感じる。こども総合療育センターの方でも研修などをた

くさんやっているが，参加している事業所が少ないのかなというイメージを持

っている。 

この状況を踏まえ，このような研修への参加・不参加などを事業所の評価など

にフィードバックするなどの工夫が必要なのではないかと思うが，その辺りは

いかがか。 

 

【Ｂ委員】 

今回加算というのも出てきて，少し経済的なバックアップの流れが出てきて

いるかなと思う。あと基本的には，ここは市町村に頑張っていただかなければい

けないところでもあるので，市町村に働きかけていくことが重要かと思う。 

県としては，細かいところまで指示したり，命令したりすることはできないの

で，やはり必要性について市町村にお願いして，ネットワークをつくる中でレベ

ルアップを図るしかないのかなと思っている。 

 

【事務局】 

研修については，事業所の職員の方等を対象に実施しているが，それとは別に

各障害児通所支援事業所，児童発達支援や放課後等デイサービス等の事業所に

対して，３年に１回，ｃ市はｃ市で指定をしているが，それ以外の市町村は県の

方で事業所の指定をしている。指定をしている事業所に対して，３年に１回，運

営指導ということで，事業の指導に入っており，その中でいろいろなところをチ

ェックして指導している。 

その中で，運営基準というものがあるが，今年度報酬改定が行われるのに合わ

せて運営基準が変更となっており，総合的な支援の推進というのが位置付けら

れている。これは，適切なアセスメントの実施と，子どもの特性を踏まえた支援

を履行するという観点から，運営基準の中に，国の方が示すガイドライン中で謳

われている健康・生活，運動・感覚，言語・コミュニケーションといった５領域

と支援との関係性を明確化した個別支援計画を作成することが位置付けられて
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いる。 

それから，その５領域と事業所が提供する支援のプログラムの関係性を明確

化して，事業所の方で公表することになっており，公表をしていない場合には，

実際の施行は経過措置ということで今年度は猶予期間だが，来年度からは報酬

が減算されるという仕組みが導入されている。その支援プログラムの様式やど

のようなことを踏まえて作成をしなければならないかなどについては，国から

ガイドラインの中で示されており，各事業所はそのようなものを基に作成を進

めているところ。 

県としては，来年度各事業所が作成したもの等に対して，指導を行っていくと

いうことを考えている。 

 

【Ｃ委員】 

今回の協議会で，資料にあるようなスキームが示されて，これを市町村に展開

していくということだと思うが，これはすばらしいことだと思う。 

そこでお願いしたいのは，やはり目標を決めて，そしてどれほど達成できてい

るのかというのを共有してもらった方が良いということ。例えば，障害福祉課の

取組ということで，研修の参加者などの数字が出ているが，会長が言われたとお

り，この数字がこのように少なくて良いのかということと，実際，何を目標にし

ていて，何人来たら良いのか，あるいは，何を目標にしていて，これだけしか来

ていないから改善しなければならないというような情報をつけないと，やりま

したという報告を聞いているだけになってしまうかと思う。 

特にお願いしたのは，資料の体制図を基に，今後，恐らく市町村がやるという

ことになると思うが，その達成度がどの程度なのかというのを，来年度の協議会

で教えていただきたい。 

あるいは，先ほどのＱ－ＳＡＣＣＳも，恐らく市町村ごとにすると思うが，実

施率や実施した結果というものがどういうものか，そしてもし達成率で改善す

べきところがあれば，それを議論してスキームを動かしていくことを心掛ける

必要があるのではないかと思う。 

 

【会長】 

達成率というのは非常に重要で，受ける側も何かよくわからず，とりあえず受

けておこうかという状況であるためにこの数字になっているとも思われるので，

例えばこの研修を受けたら，どの施設からどの程度の人数が受けたかがわかる

ようにするといった工夫も考えられると思う。我々もどこの事業所が良いのか，

事業所のクオリティが分からないのが現状。達成度についても，次の協議会で議

論できたら良いと思う。 

また，地域診断について，各地域でも，Ｑ－ＳＡＣＣＳを用いて地域診断が行
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われていると聞いているが，実際に行っているｄ市の取組状況はいかがか。 

 

【Ｄ委員】 

ｄ市では，本市にあるｅ大学の大学院生が，発達支援を利用している子どもの

保護者の思いを研究したいということで，その現状を把握するためにＱ－ＳＡ

ＣＣＳが作成されたところ。発達支援を利用している子どもの保護者にインタ

ビューを行って，当事者から見た地域支援体制の課題について研究し，論文作成

もされた。 

昨年 11 月，発達障害者支援センター主催の地域発達障害対応力向上研修会で

も，大学院生と市の職員と２人で事例発表をしたところ。 

この大学院生が作ったＱ－ＳＡＣＣＳの表における市の強みとしては，就学

前の社会資源が充実している点，課題としては，医療的支援に関して発達障害に

対応する医療機関の不足，医療的支援につなぐ機関や事業の明確化・機能強化が

挙げられるというような考察が行われたところ。 

市としても，この大学院生が作ったＱ－ＳＡＣＣＳの表をベースにして，自立

支援協議会の子ども部会で，いくつか我々が考える支援を追加して，部会の中で

協議をしたところ。 

Ｑ－ＳＡＣＣＳに取り組んでの感想としては，地域資源がどのような状態か

ということが可視化され，どの立場の人でもわかりやすい，利用する側からの課

題を知ることができたというところ。 

自立支援協議会の中で，日頃から地域課題というのは上がってはいたものの，

事業者やそれぞれの立場によって，地域課題が自分のことと認識できていない

部分もあった。それを今回，Ｑ－ＳＡＣＣＳの取組により，地域の現状を可視化

することで，皆で考える機会ができた。 

今後自立支援協議会の方でも報告を行って，継続して取組を検討していきた

い。 

 

【会長】 

まさかＱ－ＳＡＣＣＳの作成がｅ大学の大学院生の研究から始まったとは。

実際，地域資源が可視化されて，問題点が明確になるという点で，非常に良い取

組だと感じた。ｆ市においても，地域診断が進んでいると聞いているが，取組状

況はいかがか。 

 

【Ｅ委員】 

ｆ市では，Ｑ－ＳＡＣＣＳの作成は今年度から取り組み始めたところ。以前は

「療育ガイドブック」というものを作成しており，そこに療育機関や相談機関な

どを掲載していた。 
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Ｑ－ＳＡＣＣＳの取組については，昨年９月の自立支援協議会の子ども専門

部会において，県のこども総合療育センターから紹介があり，地域の実情に合わ

せてＱ－ＳＡＣＣＳに落とし込んではどうかという提案をいただいたところ。 

基幹相談センターが中心になって，先行事例を 11 月に動画で視聴して，それ

ぞれが持ち帰り，１月の部会で，市の教育委員会，障害福祉課，基幹相談支援セ

ンターなどの関係機関が持ち寄って，現状をシートに落とし込んだところ。 

現在は０から３歳の部分を作っており，今後，４歳から６歳以降について，落

とし込んでまとめていく予定としている。 

 

【Ｃ委員】 

資料のスキームを見たときに，これはこれですばらしいと思うが，例えば，専

門的療育支援に放課後等デイサービスとあるが，本来は必要ではないのに，子ど

もを預かって欲しくて，預けるためには診断書が必要なので医療機関を受診す

るという場合がある。医療機関側からの立場で言うと，それがとても負担になっ

ている。 

この問題を，県としてどのように考えているのかということと，療育を受ける

ために必要な診断書を誰が書かなければならないのかという制度の根本的なと

ころを教えていただきたい。 

 

【事務局】 

放課後等デイサービスや児童発達支援の支給決定というのは，市町村の方で

やっている。市町村では，国の支給決定事務の手引きに基づいて支給決定を行っ

ていると思うが，基本的に診断書が必要ということにはなっていない。支給決定

を判断する上で，必要があれば関係機関に聞いたり，市町村の保健センターなど

に聞いたりすることはあるが，診断書が必須ということにはなっていない。ただ，

参考とするために，各市町村で診断書を求めるというのは現状あると思う。 

療育の必要がない子どもに支給決定しているということはないと思うので，

その子の支援が必要という判断をしたということは，基本的には必要性がある

子どもということになるかと思う。 

ただ実態としてどうかというところは，こちらの方でも，全部の事例を把握し

ているわけではないので，仮にそのような事例があるのであれば，適正な支給決

定をしていくように市町村には助言をしていきたいと考えている。 

 

【Ｃ委員】 

スキームに載っていない問題もあるということでもう一つ言うと，これは伝

聞だが，より診断を厳密にするために医療機関を受診させるという案が出てい

るという話を聞いたことがあるが，いかがか。 
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【事務局】 

支給決定をするに当たって診断書を必須にするといった話は聞き及んでいな

いところ。 

 

【会長】 

診断書を書くとなると，医療機関ではいろいろな検査をしなければならなく

なる。医療機関にとっても大きな負担になるので，これは一つの大きな問題かと

思う。この問題については，関係機関と連携して今後の方針について協議してい

ければ。 

 

【Ｂ委員】 

当センターでは紹介票を使っているので，基本的には，困りのある子どもたち

が受診している。やはり可能であれば，地域のコーディネーターやオーガナイズ

できるところが，ある程度地域でアセスメントをして，その子どもたちを紹介票

という形で医療機関に出してもらうという仕組みが広まってくれると，少し入

口の整理ができるのではないかと思っている。 

 

【会長】 

おっしゃるとおり，紹介票のような仕組みがあれば，医療機関にたどり着く前

に対処できる事例がたくさんあるのではないかと思う。実態がどのようになっ

ているのかを調べて対策を考えていかなければならないかと思う。 

 

【Ｆ委員】 

発達障害に対する社会の理解は，本当に昔より広まってきたと思う。私も長年

スクールカウンセラーをし，発達障害児の多い学校に行っているが，時に一般の

生徒が加害者にさせられてしまうことが起き，その子どもたちは相手が発達障

害であることは分からないので，ちゃんとしてあげようとよかれと思っていろ

いろ口出しした結果，徐々にエスカレートしていじめになってしまうこともあ

り，なかなか難しいこともある。 

また，学校の先生もきちんとさせようとやればやるほどパワハラになってし

まうということがある。資料にも学校の記述があるが，こういった会合には特別

支援学級の先生が出てくることが多いと思う。通常学級の先生にも，もう少しど

のように支援すれば良いかとか，守秘義務等で難しいとは思うが，他の子どもに

どのように理解してもらえば良いかとか，そのようなことを支援することで学

級経営が上手くいき，発達障害を持つ子どもとその周りの子どもにとっても良

いのではないかと思うことがある。 
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領域が違うかもしれないが，現状，学校内では，当事者はもちろんだが，その

お子さんに関わる学校の先生も，周りの生徒もストレスを抱えていることを感

じていただけるとありがたい。 

 

【会長】 

 発達障害児の過敏性などが被害的な感情を促して，その感情が通常学級で普

通にお世話をしようとしている子どもたちに向いてしまう。今度は感情を向け

られた子どもが売り言葉に買い言葉のような状態になってトラブルになってし

まうようなこともあるかと思う。 

 

【Ｇ委員】 

学校教育について，通常の学級の子どもにおいても特別支援教育が必要であ

るということは，文科省の方が平成19年から何度も繰り返されているので，我々

も，特別支援学級や通級指導，特別支援学校といった特別な学びの場だけではな

く，通常の学級においても特別支援教育を推進できるようにいろいろな取組を

行っている。 

その中でも，各学校で，例えばやはり担任の先生も苦労しているということで，

今，特に小学校なども，教科担任制なども導入されてきており，複数の職員で子

どもたちを見守っていこうといった環境づくりも行われている。 

また，我々が指導の面で強調しているのは，「ユニバーサルデザインの授業づ

くり」で，リーフレットなどを作成しながら，特別な教育の場だけではなくて，

通常の教育の場においても，障害のある子どもにとってはなくてはならない支

援が，障害がないといえる子どもにとっても非常に便利な取組であるというこ

とで，国の方も，ＧＩＧＡスクール構想のもとに，１人１台端末も達成されてき

ているので，タブレットの活用も行いながら，ありとあらゆる事業方法で，子ど

もたちの学び方に少しずつでも合わせた形で，学校生活が楽しく過ごせるよう

な取組を行っているところ。 

ただやはり，それぞれの委員の方の御指摘のように，対応する子どもたちの状

況によっては，なかなか追いついていないところも正直あるので，そういった特

別支援教育を，通常の学級においても，十分指導できるように取り組んでまいり

たいと考えている。 

 

【会長】 

 活発な御意見ありがとうございました。 

 事務局においては，本日の協議会で挙がった御意見に関しまして，きちんと整

理をして，関係各所と協力しつつ，今後の事業に活用していただきたい。 


